
令和３年１２月７日 

学 校 職 員 課 

 

区議会提出議案の意見聴取に対する教育長の臨時代理による決定について 

 

１ 主旨 

  令和３年特別区人事委員会勧告等に基づき職員の給与を改定する必要が生じ、次のと

おり「幼稚園教育職員の給与に関する条例」、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例」及び「世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例」の

一部改正を行うため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２９条の規定に基

づき、区長から教育委員会に意見聴取された。緊急に処理しなければならないが、教育

委員会を招集するいとまがなかったため、「世田谷区教育委員会の権限に属する事務の委

任等及び補助執行に関する規則」第２条の２に基づき、教育長の臨時代理により１１月

２２日に決定し、回答したので報告する。 

 

２ 改正内容 

「幼稚園教育職員の給与に関する条例」 

項 目 概 要 施行年月日 

特別給 

（期末・勤勉手当） 

【第２７条第２項

及び第３項】 

【特別区人事委員会勧告のとおり実施】 

① 現行４.６月から４.４５月に引き下げ 

（０.１５月分） 

②再任用職員は２.４月から２.３５月に引き

下げ（０.０５月分） 

③ 引き下げ分は、３月の期末手当より割振り 

改正条例の公布の

日 

④ 令和４年度の期末手当の引き下げ分 

（０.１５月分）は、６月期で０.０７５月分、

１２月期で０.０７５月分 

再任用職員は６月期で０.０２５月分、１２

月期で０.０２５月分 

令和４年４月１日 

 

「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」 

項 目 内 容 施行年月日 

特別給 

（期末手当） 

【第１７条第２項】 

【特別区人事委員会勧告のとおり実施】 

① 現行２.５５月から２.４月に引き下げ 

（０.１５月分） 

② 引き下げ分は、３月の期末手当より割振り 

改正条例の公布の

日 

③ 令和４年度の期末手当の引き下げ分（０.１

５月分）は、６月期で０.０７５月分、１２月

期で０.０７５月分 

令和４年４月１日 



 

世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例 

項 目 概 要 施行年月日 

特別給 

（期末手当） 

【第４条第３項】 

【特別区人事委員会勧告をうけて実施】 

① 現行３．８５月から３．７月に引き下げ 

（０.１５月分） 

② 引き下げ分は、３月の期末手当より割振り 

改正条例の公布の

日 

④ 令和４年度の期末手当の引き下げ分 

（０.１５月分）は、６月期で０.０７５月分、

１２月期で０.０７５月分 

令和４年４月１日 

 

 



－1－ 

議案第  号 

   幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和３年１１月２９日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 幼稚園教育職員の給与を改定する必要があるので、本案を提出する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－2－ 

   幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年３月世田谷区条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

第２７条第２項中「１００分の２５」を「１００分の１０」に改め、同条第３項

中「１００分の２５」を「１００分の１０」に、「１００分の１０」を「１００分

の５」に改める。 

第２条 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第２７条第２項本文中「１００分の１０」を「１００分の２５」に、「１００分

の１１２．５」を「１００分の１０５」に、「１００分の１１７．５」を「１００ 

分の１１０」に改め、同項ただし書中「１００分の１０」を「１００分の２５」に、 

「１００分の９２．５」を「１００分の８５」に、「１００分の９７．５」を「１ 

００分の９０」に改め、同条第３項中「１００分の１０」を「１００分の２５」に、 

「１００分の５」と、「１００分の１１２．５」を「１００分の１０」と、「１０

０分の１０５」に、「１００分の６２．５」を「１００分の６０」に、「１００分

の１１７．５」を「１００分の１１０」に、「１００分の６７．５」を「１００分

の６５」に、「１００分の９２．５」を「１００分の８５」に、「１００分の５２ 

．５」を「１００分の５０」に、「１００分の９７．５」を「１００分の９０」に、

「１００分の５７．５」を「１００分の５５」に改める。 

附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和４年４月１日から施

行する。 



1/2 

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

第１条による改正案（公布の日施行） 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第27条 略 第27条 略 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支給する場合におい

ては100分の10、６月に支給する場合においては100分の112.5、12月

に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額に、教育委

員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第10条

の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員の期末手当の額は、

職員の給与月額に、３月に支給する場合においては100分の10、６月

に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合におい

ては100分の97.5を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める支給割

合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支給する場合におい

ては100分の25、６月に支給する場合においては100分の112.5、12月

に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額に、教育委

員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第10条

の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員の期末手当の額は、

職員の給与月額に、３月に支給する場合においては100分の25、６月

に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合におい

ては100分の97.5を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める支給割

合を乗じて得た額とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分

の10」とあるのは「100分の5」と、「100分の112.5」とあるのは「100

分の62.5」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100

分の92.5」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の97.5」とある

のは「100分の57.5」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分

の25」とあるのは「100分の10」と、「100分の112.5」とあるのは「100

分の62.5」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100

分の92.5」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の97.5」とある

のは「100分の57.5」とする。 

４ 略 ４ 略 

５ 略 ５ 略 

６ 略 ６ 略 
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第２条による改正案（令和４年４月１日施行） 第１条による改正後の条例案 

（期末手当） （期末手当） 

第27条 略 第27条 略 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支給する場合におい

ては100分の25、６月に支給する場合においては100分の105、12月に

支給する場合においては100分の110を乗じて得た額に、教育委員会

規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第10条の規

定に基づき管理職手当の支給を受ける職員の期末手当の額は、職員

の給与月額に、３月に支給する場合においては100分の25、６月に支

給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては

100分の90を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める支給割合を乗

じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支給する場合におい

ては100分の10、６月に支給する場合においては100分の112.5、12月

に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額に、教育委

員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第10条

の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員の期末手当の額は、

職員の給与月額に、３月に支給する場合においては100分の10、６月

に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合におい

ては100分の97.5を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める支給割

合を乗じて得た額とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分

の25」とあるのは「100分の10」と、「100分の105」とあるのは「100

分の60」と、「100分の110」とあるのは「100分の65」と、「100分

の85」とあるのは「100分の50」と、「100分の90」とあるのは「100

分の55」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分

の10」とあるのは「100分の5」と、「100分の112.5」とあるのは「100

分の62.5」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100

分の92.5」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の97.5」とある

のは「100分の57.5」とする。 

４ 略 ４ 略 

５ 略 ５ 略 

６ 略 ６ 略 

  

   附 則  

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和４年

４月１日から施行する。 

 

  

 
 
 



－1－ 

議案第  号 

   会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和３年１１月２９日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 会計年度任用職員の給与を改定する必要があるので、本案を提出する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－2－ 

   会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年１０月世田谷

区条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第１７条第２項中「１００分の２５」を「１００分の１０」に改める。 

第２条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正

する。 

第１７条第２項中「１００分の１０」を「１００分の２５」に、「１００分の１

１２．５」を「１００分の１０５」に、「１００分の１１７．５」を「１００分の

１１０」に改める。 

附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和４年４月１日から施

行する。 



1/2 

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

第１条による改正案（公布の日施行） 改正前 

（会計年度任用職員の期末手当） （会計年度任用職員の期末手当） 

第17条 略 第17条 略 

２ 期末手当の額は、第４条及び第５条の規定により決定された報酬

を基礎として規則で定める額に、３月に支給する場合においては100

分の10、６月に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給

する場合においては100分の117.5を乗じて得た額に、規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、第４条及び第５条の規定により決定された報酬

を基礎として規則で定める額に、３月に支給する場合においては100

分の25、６月に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給

する場合においては100分の117.5を乗じて得た額に、規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。 

３ 略 ３ 略 

４ 略 ４ 略 
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第２条による改正案（令和４年４月１日施行） 第１条による改正後の条例案 

（会計年度任用職員の期末手当） （会計年度任用職員の期末手当） 

第17条 略 第17条 略 

２ 期末手当の額は、第４条及び第５条の規定により決定された報酬

を基礎として規則で定める額に、３月に支給する場合においては100

分の25、６月に支給する場合においては100分の105、12月に支給す

る場合においては100分の110を乗じて得た額に、規則で定める支給

割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、第４条及び第５条の規定により決定された報酬

を基礎として規則で定める額に、３月に支給する場合においては100

分の10、６月に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給

する場合においては100分の117.5を乗じて得た額に、規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。 

３ 略 ３ 略 

４ 略 ４ 略 

  

   附 則  

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和４年

４月１日から施行する。 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



－1－ 

議案第  号 

   世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和３年１１月２９日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 教育長の期末手当を改定する必要があるので、本案を提出する。



－2－ 

  世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正す 

る条例 

第１条 世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例（昭和４７年 

 ６月世田谷区条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第３項各号列記以外の部分中「１００分の２５」を「１００分の１０」に 

改める。 

第２条 世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を次の 

ように改正する。 

  第４条第３項中「１００分の１０」を「１００分の２５」に、「１００分の１７ 

７．５」を「１００分の１７０」に、「１００分の１８２．５」を「１００分の１ 

７５」に改める。 

附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和４年４月１日から施 

行する。 



世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

 

第１条による改正案 旧 

第４条 （省略） 第４条 （省略） 

２ （省略） ２ （省略） 

３ 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に、３月に支給する場合において

は100分の10、６月に支給する場合においては100分の177.5、12月に支給する

場合においては100分の182.5を乗じて得た額とする。 

３ 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に、３月に支給する場合において

は100分の25、６月に支給する場合においては100分の177.5、12月に支給する

場合においては100分の182.5を乗じて得た額とする。 

(１) ～（３）（省略） (１) ～（３）（省略） 

第２条による改正案 第１条による改正後の条例案 

第４条 （省略）                    

２ （省略）                         

３ 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に、３月に支給する場合において

は100分の25、６月に支給する場合においては100分の170.0、12月に支給する

場合においては100分の175.0を乗じて得た額とする。 

(１) ～（３）（省略） 

附 則（令和 年 月 日条例第 号） 

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。 

（１）第１条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。） 公布の日 

（２）第２条の規定 令和４年４月１日  

 

第４条 （省略） 

２ （省略） 

３ 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に、３月に支給する場合において

は100分の10、６月に支給する場合においては100分の177.5、12月に支給する

場合においては100分の182.5を乗じて得た額とする。 

（１）～（３）（省略） 

 





３世教総第２５７号 

令和３年１１月２２日 

世田谷区長 あて 

世田谷区教育委員会  

教育長 渡部 理枝 

 

区議会提出議案に関する意見聴取について（回答） 

 

 区議会提出議案に関する意見聴取について（令和３年１１月１９日付３世総第５

２０号）により意見を求められた議案について、世田谷区教育委員会の権限に属す

る事務の委任等及び補助執行に関する規則第２条の２により、教育長の臨時代理に

より決定し下記のとおり回答します。 

 

記 

 

１ 議案名 

(１) 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

(２) 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

(３) 世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改

正する条例 

 

２ 意見 

  異議なし 

 

 

 

 

 

担当  教育総務課調整係  

寺田 内線２６５４ 


